
相談先

相談の際に提供する情報

27

をお知らせします。

届出者の氏名・連絡先等、行方不明者の氏名、生年月日、特徴、行方不明になった時期・状況、
かかりつけ医療機関、過去の行方不明歴など。
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認知症や精神障がい等により、日常生活を送るうえで不安がある方へ、福祉サービスの利用に関
する相談や助言、利用のために必要な手続きまたは費用の支払い等の支援を行います。

高齢者虐待の相談に応じ、高齢者本人の安全の確認および虐待の事実確認等を行います。

28

28

29

札幌市成年後見推進センター

各区社会福祉協議会

27

成年後見制度
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扶養控除の対象となる親族

27

27

27

27

8月から翌年7月までの1年間で、健康保険と介護保険の自己負担額の合計が一定の上限額を超
えた場合、申請によりその超えた額が高額介護合算療養費及び高額医療合算介護サービス費とし
て払い戻されます。

加入先の健康保険の保険者にご確認ください

加入先の健康保険の保険者にご確認ください

介護保険のサービスを利用したときは、費用の一部を利用者が負担します。利用者負担額が一定の
上限を超えたときは、申請によりその超えた額が高額サービス費として払い戻されます。

また、70歳以上で一定の条件を満たす方は、8月から翌年7月までの1年間で外来診療で支払った
自己負担額が144,000円を超えた場合、申請によりその超えた額が高額療養費として払い戻され
ます。

高い
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28

「生活困窮者自立支援法」に基づき札幌市が設置した、生活にお困りの方のための相談窓口です。さ
まざまな理由により、仕事や生活に困りごとを抱えている方の相談をお受けし、経済的な自立に向け
た就労支援や、生活保護を含め札幌市や関係機関が実施している制度等の活用助言など、一人ひと
りの状況に合わせた支援を行います。

札幌市生活就労支援センター・ステップ

札幌市生活就労支援センター・ステップ　TEL ： 221-1766
所在地：中）大通西６丁目10番地　大通公園ビル７階
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《最近の相談事例》
「不用品を何でも買い取る」と言っていたのに、貴金属を強引に買い取られた！！
「いつでも解約可能」と書いているので定期購入を利用したが、連絡が取れず解約できない！

札幌市消費者センターでは、悪質商法や契約に関するトラブルなど、消費生活全般に
関する相談をお聞きし、解決のためのお手伝いをしています。少しでも疑問に思った
ら、お気軽にご相談ください。 （相談無料）
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